別記様式第19号(第15条関係)
その2(更正により階層の異動がない場合)
	
先に申告がありました意見に基づき世帯の所得及び世帯構成を調査したところ、新たにあなたの収入を次のとおり認定します。
また、新たに認定した収入に基づき、　　　　年度(　　　　年　　月から)のあなたの毎月の家賃は、先の決定と同様の収入階層のため次のとおりとなりますので、併せてお知らせします。
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	6　告知事項
失職、退職、同居親族の異動等により収入及び控除額に異動があった場合は、その事実があった日から30日以内に新たな収入の申告をすることができます。
再調査の結果、先に認定した収入を更正しましたが、収入階層は先の決定と同じ階層ですので、　　　　年度の家賃の額は、先の決定と変わりません。
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	家賃は、あなたの収入と、居住している住宅の状況に応じて、近傍同種の住宅の家賃以下で定められています。
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